
第１号様式（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型）



第２号様式（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型）



第３号様式（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型）

宿泊税課税免除申請に係る大会通知書

大 会 名

大会開催期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

□ 地方公共団体

□ 公益財団法人日本スポーツ協会及び当該協会に直接又は間接に加

主催団体の種別
入している団体（中体連を除く。）

□ 公益財団法人日本中学校体育連盟、九州中学校体育連盟、沖縄県

中学校体育連盟及び県内各地区の中学校体育連盟

□ 公益法人等及びこれらの法人に直接に加入している人格のない社

団等（スポーツに係る活動を行っている団体を除く。）

上記の内容で大会を開催することを通知します。

主催団体

所在地

団体名

代表者名

注１ 本通知書は、別途作成される「日本中学校体育連盟等が主催する大会に参加するための宿泊で

あることの証明書（地域クラブ用）」に添付して、宿泊施設に提出してください。

２ 公益法人等とは、沖縄県宿泊税条例施行規則第３条第２項第４号で定める公益社団法人、公益

財団法人、一般社団法人（非営利型法人に該当する場合に限る。）、一般財団法人（非営利型法

人に該当する場合に限る。）及び特定非営利活動法人を指します。



第４号様式（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型）

宿泊税特別徴収義務者指定通知書

年 月 日

殿

沖縄県那覇県税事務所長 印

沖縄県宿泊税条例第８条第２項の規定により、あなたを下記の宿泊施設における宿泊税の特別徴

収義務者として指定します。

記

宿泊施設の名称

宿泊施設の所在地

指定した理由

注１ 特別徴収義務者として指定された者は、５日以内に、宿泊施設ごとに、特別徴収義務者登録

申請書を提出しなければなりません。

２ この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月

以内に、沖縄県知事に対して審査請求をすることができます。審査請求書（正副２通）は、な

るべく当所を経由して提出してください。

３ この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、沖縄県を被告として（訴

訟において沖縄県を代表する者は、沖縄県知事となります。）、処分の取消しの訴えを提起す

ることができます。ただし、上記２の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することが

できます。



第５号様式（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型）


